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  昨年１２月２６日，福岡拘置所において１名の死刑が執行されたことにつき，強く抗議し，

死刑制度の存廃を含む刑罰制度全体の見直しについて，速やかな検討と議論を始めるととも

に，その議論が尽くされるまで，死刑の執行停止を求める。 

 昨年１０月の就任以降，森まさこ法務大臣による初めての執行であり，２０１２年１２月

の第２次安倍内閣発足後１７回目，合わせて３９名の死刑囚に対する執行がなされたことに

なる。 

死刑制度については，その存置に賛成する立場，反対する立場の双方から，様々な論拠が

示されてきたが，死刑が人間存在の根元である生命そのものを奪い去る最も厳しい刑罰であ

ることに異論はないと思われる。ところが，１９８０年代に４名の死刑確定者に対する再審

無罪判決がなされたほか，２０１４年３月には，いわゆる袴田事件について，静岡地方裁判

所において再審の開始と死刑及び拘置の執行を停止する決定がなされるなど（現在は最高裁

判所において特別抗告の審理が係属中），戦後の日本刑事裁判における死刑判決の誤判のお

それは払拭されていない。 

国際社会では，第二次世界大戦後，死刑の廃止や執行停止を行う国が増加し，既に世界の

３分の２以上の国々が死刑を廃止ないし停止している。２０１６年１２月には国連総会にお

いて加盟国１９３カ国中１１７カ国の賛成により，死刑存置国に対する死刑執行停止を求め

る決議が採択されている。また，日本弁護士連合会においても，同年１０月７日に開催され

た第５９回人権擁護大会において，２０２０年までに死刑制度の廃止を目指し，凶悪犯罪に

対しては死刑に代わる代替刑を検討すべきとする宣言が採択されている。 

国と社会は，犯罪被害者及びその家族の精神的・経済的な支援に取り組むべき責任がある

ことは言うまでもない。しかし，この責任を根拠に，死刑制度の存置と死刑の執行を直ちに

肯定することはできない。死刑制度が犯罪の一般予防になるという科学的根拠はあるのか，

死刑執行により犯罪被害の真の救済となるのかについて，改めて検証し，議論がなされなけ

ればならない。 

当会は，これまで，死刑制度に関する国民的議論が十分尽くされるまでは死刑の執行を停

止すべきであることを繰り返し求めてきたにも関わらず，今回の執行が行われたことに強く

抗議する。死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の見直しについて検討と議論を速やかに始め

ることを求め，その議論が尽くされるまで，死刑の執行を停止することを重ねて求める。 

 

以 上 


